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一　
は
じ
め
に

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（COVID-19

）
は
未
だ
収
束
の
気

配
を
見
せ
ず
、
社
会
・
経
済
に
深
刻

な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。

COVID-19

の
影
響
（
以
下
、「
コ

ロ
ナ
禍
」
と
い
う
）
で
売
上
が
減
少

し
、
緊
急
融
資
や
既
存
債
務
に
よ
っ

て
過
剰
債
務
と
な
っ
た
事
業
者
の
私

的
整
理
手
続
お
よ
び
法
的
再
建
手
続

に
お
い
て
、
過
剰
な
金
融
債
務
を
整

理
し
て
事
業
を
再
建
す
る
た
め
に
検

討
す
べ
き
事
項
は
様
々
あ
る
が
、
本

稿
で
は
、
緊
急
事
態
宣
言
等
に
よ
る

自
粛
な
ど
か
ら
起
こ
っ
た
売
上
の
激

減
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
の
緊
急
融

資
の
返
済
の
問
題
、
ま
た
手
続
進
行

と
コ
ロ
ナ
禍
の
拡
大
防
止
な
ど
、
コ

ロ
ナ
禍
特
有
の
問
題
に
焦
点
を
当
て

て
提
言
し
た
い
。

二�　
私
的
整
理
手
続
に
お
け

る
提
言
（
準
則
型
私
的
整

理
手
続
を
前
提
に
す
る
）

１�　
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た

債
務
者
企
業
に
対
す
る
柔
軟
な

金
融
支
援
の
要
請

⑴�　
元
本
返
済
猶
予
の
要
請
に
対
す

る
柔
軟
な
対
応
の
要
請

　

コ
ロ
ナ
禍
で
、
経
営
が
順
調
だ
っ

た
企
業
が
、
そ
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
を
和
ら

げ
る
た
め
に
新
型
コ
ロ
ナ
関
連
融
資

を
受
け
た
例
は
き
わ
め
て
多
い
。
し

か
し
前
記
関
連
融
資
実
行
時
に
借
入

金
融
機
関
に
提
出
し
た
将
来
の
収
益

の
回
復
予
測
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
長
期

化
し
た
こ
と
も
含
め
、
回
復
時
期
の

想
定
以
上
の
遅
れ
や
、
回
復
水
準
が

想
定
以
下
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
当
初
の
返
済
開
始
時
期
に
、
返

済
原
資
が
十
分
に
確
保
で
き
な
く
な

る
企
業
が
多
数
発
生
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
債
務
者
企
業

は
、
関
連
融
資
機
関
を
含
め
た
金
融

機
関
に
対
し
、
元
本
返
済
猶
予
期
間

の
さ
ら
な
る
延
長
や
返
済
計
画
の
見

直
し
な
ど
の
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
要

請
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
金

融
機
関
に
お
い
て
は
、
関
連
融
資
を

受
け
た
時
点
の
将
来
収
益
の
回
復
の

予
測
が
困
難
で
あ
っ
た
実
情
を
十
分

に
考
慮
し
、
借
入
当
時
の
収
益
回
復

見
込
み
の
甘
さ
を
理
由
と
す
る
こ
と

な
く
、
柔
軟
に
、
そ
の
要
請
に
応
じ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
債
務
者
企
業
が
、
金
融
機

関
調
整
の
た
め
に
、
中
小
企
業
再
生

支
援
協
議
会
や
事
業
再
生
Ａ
Ｄ
Ｒ
等

の
準
則
型
私
的
整
理
手
続
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
続

実
施
機
関
に
お
い
て
も
、
前
記
の
実

情
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
対
応
す
る

こ
と
を
求
め
る
。

⑵�　
再
生
計
画
立
案
時
に
お
け
る
再

生
へ
の
協
力
の
要
請

①�

　
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
再
生

計
画
を
立
案
す
る
ケ
ー
ス

　

債
務
者
企
業
に
お
い
て
、
元
本
返

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（COVID-19

）
の
感
染
拡
大
下
に
お
け
る

事
業
再
生
手
続
に
つ
い
て
の
提
言
（
上
）

コロナ禍の倒産実務研究会
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リモート時代の　
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日
本
は
、「
ハ
ン
コ
文
化
」
の
国

で
あ
る
。
古
く
か
ら
印
鑑
（
印
章
）

に
対
す
る
信
頼
が
深
い
。
手
紙
、
報

告
書
、
議
事
録
、
契
約
書
と
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
文
書
で
ハ
ン
コ
を
押
す
。

対
外
的
な
正
式
文
書
は
も
ち
ろ
ん
、

対
内
的
な
稟
議
決
裁
等
で
も
、
長
ら

く
紙
と
ハ
ン
コ
の
組
合
せ
が
維
持
さ

れ
て
き
た
。
欧
米
等
の
「
サ
イ
ン
文

化
」
と
対
照
的
だ
。

他
方
、
我
が
国
で
も
情
報
通
信
技

術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
が
高
度
に
発
展
し
、

誰
も
が
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
利
用
し
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
法
制
度
面

で
も
、
電
子
帳
簿
保
存
法
、
Ｉ
Ｔ
書

面
一
括
法
、
電
子
署
名
法
、
ｅ

−

文

書
法
、
電
子
委
任
状
法
等
が
順
次
成

立
・
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
法
制
度

と
技
術
の
組
合
せ
で
「
脱
ハ
ン
コ
」、

対
外
的
な
契
約
書
等
、
対
内
的
な
稟

議
決
裁
の
電
子
化
が
実
現
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
制
度
の
整

備
後
（
特
に
２
０
０
５
年
４
月
施
行

の
ｅ

−

文
書
法
以
降
）、
一
定
の
時

間
が
経
っ
た
が
、
業
務
文
書
類
、
特

に
契
約
書
の
電
子
化
は
未
だ
道
半
ば

の
よ
う
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

に
よ
り
、
否
応
な
く
リ
モ
ー
ト
ワ
ー

ク
が
日
常
と
な
っ
た
。そ
の
な
か
で
、

契
約
書
等
の
作
成
、
稟
議
決
裁
の
押

印
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
オ
フ
ィ

ス
に
出
勤
し
た
方
が
お
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ハ
ン
コ
で
な
い
と
い
け
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
電
子
契
約
等
の
シ
ス

テ
ム
が
あ
れ
ば
在
宅
で
十
分
対
応
で

き
た
だ
ろ
う
。
感
染
リ
ス
ク
、
業
務

非
効
率
を
考
慮
す
る
と
脱
ハ
ン
コ
の

推
進
は
当
然
で
あ
る
（
注
１
）。

現
状
、
こ
う
し
た
押
印
慣
行
を
見

直
す
べ
く
官
民
の
取
組
み
が
急
ピ
ッ

チ
で
進
ん
で
お
り
、
令
和
２
年
４
月

下
旬
以
降
、
内
閣
府
規
制
改
革
推
進

会
議
で
書
面
・
押
印
・
対
面
手
続
の

見
直
し
に
向
け
た
検
討
が
開
始
さ

れ
、
５
月
29
日
、
法
務
省
が
各
経
済

団
体
に
取
締
役
会
議
事
録
と
電
子
署

名
に
関
す
る
新
た
な
見
解
（
以
下
、

「
法
務
省
新
見
解
」
と
い
う
）
を
通

知
し（
注
２
）、６
月
９
日
に
金
融
庁
・

内
閣
府
規
制
改
革
推
進
室
主
催
「
金

融
業
界
に
お
け
る
書
面
・
押
印
・
対

面
手
続
の
見
直
し
に
向
け
た
検
討

一

は
じ
め
に　

～
脱
ハ
ン
コ

Ｉ
Ｃ
Ｔ
社
会
の
発
展
に
伴
い
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
が
進
み
、
電
子
契
約
の

導
入
機
運
も
高
ま
っ
て
い
た
が
、
実
務
上
の
課
題
が
あ
り
、
な
お
発
展
途
上

に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
、
リ
モ
ー

ト
ワ
ー
ク
が
必
須
と
な
る
な
か
、
在
宅
で
は
で
き
な
い
業
務
と
し
て
「
ハ
ン

コ
の
押
印
」、
と
り
わ
け
契
約
書
の
押
印
・
管
理
が
問
題
と
な
り
、
契
約
締
結
、

承
認
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
推
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
電

子
契
約
の
基
礎
知
識
や
導
入
時
の
法
的
留
意
点
を
紹
介
す
る
。

電子契約・
　　承認のススメ

今月の解説①

堂島法律事務所 弁護士
大川 　治
おおかわ・おさむ●堂島法律事務所パートナー（東
京・大阪事務所兼務）。1996 年弁護士登録。大阪
大学大学院高等司法研究科兼任教員（学外）客員
教授。与信管理士、公認不正検査士。主な取扱分
野は、企業法務全般、債権保全・回収、組織再編・
Ｍ＆Ａ等。著書は『与信管理入門　新版』（共著、
金融財政事情研究会、2019）、『実践！債権保全・
回収の実務対応』（共著、商事法務、2019）ほか。

リモート時代の
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一　

は
じ
め
に

　

国
内
の
コ
ロ
ナ
禍
は
収
束
せ
ず
、

も
は
や
２
０
２
１
年
以
降
の
ワ
ク
チ

ン
普
及
ま
で
長
期
戦
に
向
け
て
腹
を

決
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
突
入
し

て
い
る
。
そ
の
さ
な
か
で
あ
る
２
０

２
０
年
６
月
、
経
営
者
の
個
人
保
証

を
不
要
と
す
る
制
度
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
「
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促

進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経

営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
中

小
企
業
成
長
促
進
法
）が
成
立
し
た
。

　

個
々
の
中
小
企
業
の
事
業
承
継
を

促
進
し
て
廃
業
を
防
ぐ
こ
と
は
、
地

域
経
済
に
お
け
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
な
ど
の
重
要
な
産
業
構
造
の
維
持

に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
本
稿
で
は
、
中
小
企
業
成
長
促

進
法
の
概
要
と
と
も
に
、「
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
・
リ
ス
ク
」
等
へ
の
対

応
も
含
め
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
事

業
承
継
の
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

二�　

中
小
企
業
成
長
促
進
法

の
概
要

　

２
０
２
０
年
６
月
12
日
に
成
立
し

た
中
小
企
業
成
長
促
進
法
は
、①「
中

小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
」（
経
営
承
継

円
滑
化
法
）、
②
「
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
」（
経
営
強
化
法
）、③
「
地

域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地

域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す

る
法
律
」（
地
域
未
来
法
）、
④
産
業

競
争
力
強
化
法
な
ど
の
関
連
法
の
改

正
・
廃
止
を
束
ね
た
法
律
で
あ
り
、

公
布
（
６
月
19
日
）
か
ら
６
ヵ
月
以

内
に
施
行
さ
れ
る
。

　

近
年
の
高
齢
化
に
よ
る
中
小
企
業

経
営
者
の
引
退
時
期
が
迫
る
な
か

で
、
後
継
者
候
補
が
現
経
営
者
の
経

営
者
保
証
の
存
在
を
理
由
に
承
継
を

拒
否
す
る
な
ど
、
経
営
者
保
証
が
事

業
承
継
の
支
障
と
な
る
事
態
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
中
小

企
業
成
長
促
進
法
は
、
中
小
企
業
の

廃
業
を
防
ぐ
と
と
も
に
中
小
企
業
が

積
極
的
に
事
業
展
開
を
行
い
成
長
で

き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
経
営

者
保
証
の
解
除
支
援
、
み
な
し
中
小

企
業
者
特
例
、
計
画
制
度
の
整
理
、

海
外
展
開
支
援
の
強
化
な
ど
の
措
置

を
講
じ
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い

る
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

１　

経
営
承
継
円
滑
化
法
の
改
正

　

経
営
者
保
証
の
存
在
に
よ
り
事
業

承
継
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

中
小
企
業
が
、
経
済
産
業
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
う
え
で
承
継
の
際
に
債

務
を
借
り
換
え
る
場
合
、
信
用
保
証

協
会
が
経
営
者
の
個
人
保
証
を
肩
代

わ
り
す
る
信
用
保
証
制
度
（
経
営
承

継
借
換
関
連
保
証
）が
創
設
さ
れ
た
。

既
存
の
信
用
保
証
枠
と
は
別
に
特
例

と
し
て
２
・
８
億
円
の
保
証
が
受
け

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
中
小
企
業
が
他
の
事
業
者

か
ら
事
業
用
資
産
や
株
式
を
取
得
し

て
事
業
承
継
（
第
三
者
承
継
）
を
す

る
場
合
に
、
経
営
者
保
証
な
し
で
Ｍ

＆
Ａ
資
金
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
信

用
保
証
制
度
が
拡
充
さ
れ
た
（
経
営

承
継
準
備
関
連
保
証
）。

２　

経
営
強
化
法
の
改
正

　

従
来
の
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野

開
拓
計
画
と
特
定
研
究
開
発
等
計
画

が
経
営
革
新
計
画
に
統
合
さ
れ
（
も

の
づ
く
り
高
度
化
法
の
廃
止
）、
新

た
な
支
援
と
し
て
、
日
本
政
策
金
融

公
庫
が
外
国
関
係
法
人
等
に
対
し
て

中
小
企
業
成
長
促
進
法
と
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
事
業
承
継

今
月
の
解
説
②

日
本
橋
江
川
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

江
川 

　
淳
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